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30。都市公園における民間指定管理者と市民グループの関係の状況及びよりよい関係構築に必要な取り組みの方
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1.は じめに

1 - 1 背 景

2003年9月に地方自治法の一部を改正する法律が施行さ

れ,指 定管理者制度が倉1殿された 公 の施設の管理につい

て,そ れまで地方公共団体の出資法人や公共的団体等のみ

が受託可能であったのが,株 式会社やNPO法 人等の民間

事業者も指定管理者として,管理することが可能となつた.

20伍年9月までに本制度への移行が定められており,地方

公共団体は20伍年4月から多くの都市公園にも指定管理者

を指定した。り 都市頌 は,誰 もがいつでも自由↓芽可用で

きる公共空地として,多 くの市民に親しまれているが,そ
の機能をより多様に発揮するには,今 後もよリー層様々な

活動を伴った市民家胸こよる公園管理が望まれている.

しかし,新 たに公園管理に参入した民間事業者である指

定管理者は,こ れまで市民との連携による管理の経験が必

ずしも十分とはいえない。一方で,公 園内で活動する市民

側にも自分達の活動が,民 間事業者の利益につながるので

はないかと懸念する声があることも指摘されている。(1)

このような中,指 定管理者は幅広い市民参画のもと,円

滑な公園利用を推進するため,現 在市民活動を行つている

市民グループと良好な関係を築くことが必要となってくる.

1-2本研究伽 け

都市公園における指定管理者持」度に対するこれまでの研

究としては,全 国自治体の指定管理者導入状況Dや自治体

の本制度に対する意識 (日本公園緑地協会,2005)Dに 関す

る調査があり,個 々の公園管理の事例に関しては,東 京都

小山内裏公園 (高橋,2005)め,北 九州市立白野江植物公園

(桂,2006)0,声 屋市総合公園 (田中,2006)° など民間

事業者による指定管理の事例紹介があるのみであり,指 定

管理者と都市公園でボランティア活動を行う市民グループ

(以下 「市民グループ」と称均 との関係に着目した研究は

まだ行われていない。そこで,本 研究ではまず民間事業者

である指定管理者と公園内で活動する市民グループの関係

の現状を体系的に把握するとともに,市 民グループの指定

管理者への評価をもとに,指 定管理者の市民グループに対

する取り組みについて,両 者のよりよい関係構築に役立つ

指定管理者の取り組みの方向性を明ら力Wこし,民 間指定管

理者が市民参加を促進しつつよりよい公園の管理運営を実

現していくための基礎的資料を得ることを目的とする

2,研 究の方法

2-1研究の流れ

本研究では,ま ず都市公園の指定管理者として指定され

た民間事業者に対し,市 民グループとの関係について管理

コき開始当初どのような課題を抱えており,現 在どのよう

な取り組みを行つているか,ア ンケー トから分析すること

により指定管理者の取り組み意識などを把握した。次に公

園で活動する市民グループに対して, ヒアリング調査を行

い,公 園管理が公共的団体から民間事業者に移行した際,

市民グノレープは民間事業者に対しどのように感じ,指 定管

理者の市民グループに対する取り組みに関して, どのよう

な評価をしているの力寸醒 した 最 後に指定管理者にもヒ

アリングを行い,両 者のよりよい関係構築に必要な要素を

探る, という方法を採つた.

2-2摘薔 邸 幌 蛸 捌 踏

まず,ど れくらいの民間事業者が,指 定管理者として選

定されているかを客観的に把握するため,都 道府県並びに

政令指定都市が管理する都市公園において,各 自治体のホ
ームページから2006年3月までに選定された指定管理者の

状況を調査した。都道府県,政 令指定都市がPxSLした都市

公園で,民 間事業者が指定された公園は145公園あつた

上記の公園を対象としたのは,都 道府県や政令指定都市

｀正会員 列 章県豊岡市役所 GDy∞臨dけOttCel
中 正会員 剰 章県立淡路貯 枝/兵 庫県立大学自然・環境科学研殉折GJ率 ガヽ 厳畑劇AstaJi Lan臨時Pialnhg&Ho高oHnNAcadcmp

175‐


